




申込者:
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□仕様書での要求要件に基づき、搬出計画について確認する。

□受入れ価格や、建設副産物の受入れ予定会社などを確認する。

□建設副産物及び資材等の運搬計画を確認する。

□運搬予定者を確認する。

□「諸費用」の「見込額」に記載した金額を入札者（元請）が負担する場合は、「計上工種等」に記載された費目を確認す
る。

□「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合は、「見込額」に記載された金額を確認する。

□「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額を確認する。

□入札説明書、仕様書等の要求について確認する。

■工事費内訳書 □工事の品質確保のための費用が適正に計上されているか確認する。また、特別重点調査相当価格の全ての項目が
各割合以上であるか確認する。

■施工体制台帳 様式16 □施工体制を確認する。

□下請予定業者、資材搬入予定先及び機械リース会社を確認する。

□自社保有の社員、資機材等の予定を確認する。

□下請予定業者の下請け予定金額について確認する。

□下請予定業者を確認する。

□他の手持ち工事の状況との関係を確認する。

□自社社員であるか確認する。

□それぞれに必要な資格を有すること。

①【他社から購入を予定している場合】
□購入予定業者から納入を受ける予定の資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及び単価を確認する。

①-2
□購入予定業者と入札者の関係を確認する。

②【自社製品の活用を予定している場合】
□自社において記載した資材を製造していること、当該資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及び当該
資材を契約対象工事で使用する予定であること。

②-2
□記載された単価について確認する。
①【他社からリースを予定している場合】
□機械リース予定会社からリースを受ける予定の単価について確認する。

①-2【他社からリースを予定している場合】
□機械リース予定会社と入札者の関係を確認する。
②【自社の機械リース部門からリースを予定している場合】
□自社の機械リース部門において記載された機械を保有していること及び当該機械が契約対象工事にリース可能であ
ること。

②-2
□記載された単価について確認すること。
①【自社労務者を充てる場合】
□記載された者が自社社員であること。
①-2
□資格の保有が必要な職種に充てようとする者については、その者が必要な資格を有していること。

①-3
□労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であるか確認する。

②【下請予定業者による労務者の確保を予定する場合】
□下請予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。

②-2
□労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であるか確認する。

■工種別労務者配

置計画

様式10-2 □労務者の確保計画を確認する。

□積算内訳書の内容に著しい相違などがないこと。（ＶＥ提案等に係る諸費用を適正に計上しているかも確認）

□設計図書での要求事項も確認する。

□施工に必要となる費用を計上しているか確認する。また、特別重点調査相当価格の全ての項目が各割合以上である
か確認する。
□積算に下請予定業者や納入予定業者等の費用が計上されているか確認する。

/ 30 点

施工体制
確認前

点

施工体制
確認後

点

施工体制
確認前

点

施工体制
確認後

点

上記加算点以外の加算点
施工体制
確認前

点

施工体制
確認前

点

施工体制
確認後

点

③「標準型」企業の高度な
技術力に係る加算点

施工体制評価点
（満点）

工事件名:

注３：審査結果欄への記載内容として、判定を×または無効とする場合は、疑義がある部分・明確でない部分が何かを、また、△とする場合は、
　　　口頭で確認できた部分が何かを簡潔に明示する。

注４：入札を無効とした場合は、施工体制評価点の覧に無効と記載する。

注５：加算点を考慮した技術評価点は、別シートで算出。

加
算
点

加算点
の付与

■施工体制の
確認資料

加算点の合計

施 工 体 制 確 認 審 査 表 【 低入札価格調査基準価格未満かつ特別重点調査相当価格以上】

注１：　　　 は施工体制確認結果を入力する欄。

【判定基準】
□：提出された追加資料により具体的に確認できた《○》
□：ヒアリングで概ね確認できた。《△》
□：ヒアリングでも確認できない。《×》
□：対象外《－》

◎ヒアリング実施日・方法　　　　：

◎ヒアリング立会者（発注者側）：

◎ヒアリング出席者（応札者側）：
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様式5

標準点

■施工体制の
確認資料

■①企業の技術力、②企業の信頼性・社会性

■「標準型」③企業の高度な技術力の実施に係る確実性の評価
《計算式》
開札後の企業の高度な技術点に係る加算点＝審査の結果得られた施工体制評価点／３０点×開札前に得られた企業の高度な技術力に係る加算点
■追加資料が一部未提出又は提出様式が記載要領に則っていない等、資料に著しく不備がある場合は標準点を与えないことがある。

■建設副産物の搬

出及び資材等の搬

入に関する運搬計

画書

施工体制評価点合計

☆追加資料が一部未提出又は提出様式が記載要領に則っていない等、資料に著しく不備がある場合は標準点を与えないことがある。

標準点の付与

施工体制確保の確実性 （材料等の
品質確保、施工のための人員確保、
品質確保のための施工体制の内容
確認）

【評価基準】

■工事の品質確保のための施工体
制のほか、必要な人員及び材料が
確保されていることなどにより、適切
な施工体制が十分確保され、入札説
明書等に記載された要求要件をより
確実に実現できると認められる場
合。《１５点》

■工事の品質確保のための施工体
制が確保されていることなどにより、
適切な施工体制が概ね確保され、入
札説明書等に記載された要求要件を
より確実に実現できると認められる
場合。《５点》

■その他《０点》

■配置予定技術者

名簿

■機械リース元一

覧

■資材購入予定先

一覧

判　定
(○△×)

該当しない

場合は(－)

提出資料及び
ヒアリング
審査結果

確認資料
様式
番号

■建設副産物の搬

出地

様式11

審査の着目点

品質確保の実効性（品質確保の体
制の内容確認）

【評価基準】

■工事の品質確保のための施工体
制が十分確保され、入札説明書等に
記載された要求要件をより確実に実
現できると認められる場合。《１５点》
■工事の品質確保のための施工体
制が概ね確保され、入札説明書等に
記載された要求要件を確実に実現で
きると認められる場合。《５点》
■その他《０点》

/ 15 点

確認事項

審査・評価結果
■すべてが○《１５点》
■一部でも△《　５点》
■一部でも×《　０点》

施
工
体
制
評
価
点

様式12

■品質管理体制

（品質確保のため

の人員体制、品質

管理計画書、出来

形管理計画書）

■安全衛生管理体

制（安全衛生教育

等、点検計画）

様式13-1

様式13-2

様式13-3

様式14-1

様式14-2

/ 15 点

■下請予定業者等

一覧表

■工事費内訳書

※特別重点調査相当価格未満の審査に用いる場合は、「審査・評価結果欄」の点数を、「すべてが○《５点》、一部でも△《０点》、一部でも×《０点》」に置き換えること。

様式4

注２：■ヒアリングに当たっては、追加資料のみ提出を求め、当該資料の記載内容に対する証明書類等は求めないこととする。ただし、相手方から積極的に証明
　　　書類を提示される場合は、評価に反映させる。
　　　■ヒアリングをせずとも、追加資料（提出様式）のみで審査内容を概ね確認できる場合は、ヒアリングを省略することも可能とする。

様式9-2

■労務者の確保計

画

様式10-1

標
準
点

100

様式8-2

100




